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介護支援専門員として業務に従事するためには、下記研修の修了後に所定の申請書を提出し、介護支

援専門員証の交付を受ける必要があります。 

研修を修了しただけでは介護支援専門員証の交付はされません。 

 

・実務研修 

・専門研修課程Ⅰ 

・専門研修課程Ⅱ 

・実務経験者更新研修（初回） 

・実務経験者更新研修（2回目） 

 ・主任介護支援専門員更新研修 

・再研修 

・実務未経験者更新研修 

 

１ 申請に必要な書類 

「介護支援専門員として就業するためには【実務研修修了者用】」「介護支援専門員証交付申請の手

続きの御案内【更新研修修了者用】【再研修修了者用】」を御参照ください。 

 

２ 申請の受付 

「介護支援専門員として就業するためには【実務研修修了者用】」「介護支援専門員証交付申請の手

続きの御案内【更新研修修了者用】【再研修修了者用】」を御参照ください。 

 

【来庁の場合】栃木県保健福祉部高齢対策課 事業者指導班介護保険チーム（栃木県庁舎本館４階） 

【郵送の場合】〒320-8501（宛先不要）栃木県保健福祉部高齢対策課事業者指導班介護保険チーム 

※実務研修修了者は封筒に「ケアマネ登録書類在中」と朱書きしてください。 

提出期限を厳守してください。 

 

３ 今後の更新に際して 

 介護支援専門員証の有効期限満了日が１年後となる介護支援専門員への更新通知書は、平成27年度よ

り送付しておりません。 

各介護支援専門員が介護支援専門員証に記載されている有効期限満了日を確認し、失効に注意してく

ださい。 

有効期限満了日までに介護支援専門員証の更新手続きを行わなかった場合、介護支援専門員として働

くことが出来なくなりますので、各事業所においても、所属する介護支援専門員の資格管理を徹底して

ください。（別添「介護支援専門員証の更新手続きの徹底について」参照） 

 

 

 

介護支援専門員の登録･証交付･更新手続及び留意点について 

★申請書類等については、栃木県のホームページを御確認ください。 
ホーム > 福祉・医療 > 高齢者 > 介護保険 > 介護保険情報  

> 介護支援専門員の登録及び介護支援専門員証の交付に係る手続について 
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介護支援専門員として業務に従事するためには、介護支援専門員として登録した上で、

介護支援専門員証の交付を受ける必要があります。 

研修を修了しただけでは介護支援専門員の登録や介護支援専門員証の交付はされません。 

介護支援専門員の登録及び証交付にあたっては、登録申請及び交付申請が必要です。 

 

 

１ 介護支援専門員の登録申請に必要なもの 

（１）介護支援専門員登録申請書(別記様式第１号) 

（２）実務研修修了証明書の写し 

  （３）住民票 

（４）戸籍抄本（本研修受講申込時と現在の氏名が異なる方のうち、とちぎ健康福祉協会に氏名

変更を申し出ていない方のみ提出が必要です。） 

 

実務研修修了後３ヶ月以内に登録申請を行わない場合、介護支援専門員として就業しよ

うとする際に、再度実務研修を受講し、修了することが必要となります。 

 

 

２ 介護支援専門員証の交付申請に必要なもの 

（１）介護支援専門員証交付申請書(別記様式第６号) 

 （２）栃木県収入証紙 ３，３００円分(申請書に貼付してください。) 

   ・国の「収入印紙」では手続きできませんので、間違いのないよう注意してください。 

   ・「栃木県収入証紙」は、足利銀行や県庁２階の生協売店等で購入してください。 

（「とちぎ健康福祉協会」では取り扱っておりません。） 

（３）６ヶ月以内に撮影した写真１枚（縦３．０ｃｍ×横２．４ｃｍ） 

・無帽・正面・上半身・無背景のもの。裏面に氏名を記入してください。 

 

※登録申請のみを行った場合で、登録日から５年経過し、介護支援専門員証の交付を受けようと

する場合は、再研修を修了しないと介護支援専門員証の交付を受けることはできません。 

 

 

介護支援専門員登録通知書及び介護支援専門員証の交付を郵送で希望する場合は、返信先の

郵便番号、住所、宛名を記入した返信用封筒(切手不要)を添付して下さい。 

返信用封筒の添付がない場合は、事務処理完了後お電話にてご連絡いたしますので、来庁(栃

木県高齢対策課)していただき、身分証(免許証等)を確認の上、手渡しでの交付となります。 

 

 

 

裏面へ続く   

 

介護支援専門員として就業するためには 

【実務研修修了者用】 



３ 受付期間 

令和元年度については、台風 19 号の影響により介護支援専門員実務研修受講試験を延

期しましたので、実務研修の実施についても未定の状況です。 

今後の予定についてはとちぎ健康福祉協会又は栃木県のＨＰでご確認ください。 

 

○とちぎ健康福祉協会ＨＰ 

http://www.tochigi-kenkoufukushi.com/caremanager/index.html 

 

○栃木県ＨＰ 

 http://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/welfare/koureisha/kaigohoken/1208774989193.html 

 

※平成 30 年度以前に実務研修受講試験を修了された方で介護支援専門員証の交付を受 

けていない方が証の交付を希望する場合は当課あてお問い合わせください。 

 

４ 介護支援専門員証の有効期間の更新について 

・有効期間の更新を行う際には、介護支援専門員証の有効期間満了日までに、更新に必

要な研修を計画的に受講し、介護支援専門員証更新申請手続きを行って下さい。(更新に

係る通知はありません) 

・更新に必要な研修についてはとちぎ健康福祉協会、更新申請手続きについては当課の

ホームページで確認して下さい。 

 

５ 申請書類の提出先 

 上記の申請書類を栃木県高齢対策課事業者指導班介護保険チーム宛て郵送または持参

(土日、祝日を除く)してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪問合せ・提出先≫栃木県保健福祉部高齢対策課事業者指導班介護保険チーム 

〒３２０－８５０１   

栃木県宇都宮市塙田１－１－２０ 

TEL：０２８－６２３－３１４９ ／ FAX：０２８－６２３－３０５８ 

※手続きの詳細や申請様式は本課ホームページに掲載しております。 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/welfare/koureisha/kaigohoken/1184231046003.html 

【注意】「とちぎ健康福祉協会」では、介護支援専門員証の交付に係る事務は行っていません。 



 

 

介護支援専門員として業務に従事するためには、介護支援専門員証の更新手続を行う

必要があります。 

研修を修了しただけでは介護支援専門員証は更新されません。 

更新を受けるためには、所定の申請書を提出する必要があります。 

１ 介護支援専門員証の交付申請に必要なもの 

（１）介護支援専門員証交付申請書 

 （２）研修の修了証明書の写し 

（３）栃木県収入証紙３，１００円分(申請書に貼付してください。) 

   ※国の「収入印紙」では手続きできませんので、お間違いのないように注意してください。 

   ※「栃木県収入証紙」は、足利銀行や県庁２階の生協売店等で購入してください。 

（「とちぎ健康福祉協会」では取り扱っておりません。） 

（４）６ヶ月以内に撮影した写真１枚（縦３．０ｃｍ×横２．４ｃｍ） 

※無帽・正面・上半身・無背景のもの。裏面に氏名及び登録番号を記入してください。 

（５）介護支援専門員証（交付申請に伴い、原本を返却していただきます。） 

※業務の都合により返却することができない場合は、コピーを添付してください。 

また、新たな介護支援専門員証を受領後、速やかに旧証を返却してください。 

２ 登録している氏名・住所が変更になっているのに、変更の手続きをしていない方は以下の

書類も併せて提出してください。 

（１） 介護支援専門員登録事項変更届出書（県ホームページからダウンロードできます。） 

（２） ①氏名変更の場合は「戸籍抄本」 ※コピー不可 

    ②住所変更の場合は「住民票」 ※コピー不可 

     ③氏名・住所の両方を変更の場合は「戸籍抄本」「住民票」両方 ※コピー不可 

３ 交付される介護支援専門員証の有効期間について 

  現在交付を受けている介護支援専門員証の有効期間満了日から５年間。 

４ 受付期間 

  現在交付を受けている介護支援専門員証の有効期間満了日の１年前から有効期間満了日まで。 

５ 申請書類の提出先 

  上記の申請書類を栃木県高齢対策課事業者指導班介護保険チーム宛て郵送(有効期間満了日必着) 

または持参してください。 

 

 

 

 

 

 

 

※更新研修修了後、有効期間満了日までに更新申請を行わなかった場合、介護支援専門員証が失効し、

業務に従事できなくなります。 

≪問合せ・提出先≫ 

栃木県保健福祉部高齢対策課事業者指導班介護保険チーム 

〒３２０－８５０１  栃木県宇都宮市塙田１－１－２０ 

TEL：０２８－６２３－３１４９ ／ FAX：０２８－６２３－３０５８ 

※手続きの詳細や申請様式は県ホームページに掲載しております。 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/welfare/koureisha/kaigohoken/1184231046003.html 

介護支援専門員証交付申請の手続きの御案内 

【更新研修修了者用】 

【注意】「とちぎ健康福祉協会」では、介護支援専門員証の交付に係る事務は行っていません。 



 

 

 

 

介護支援専門員として業務に従事するためには、改めて介護支援専門員証の交付を受

ける必要があります。 

研修を修了しただけでは介護支援専門員証は交付されません。 

交付を受けるためには、所定の申請書を提出する必要があります。 

 

 

１ 介護支援専門員証の交付申請に必要なもの 

（１）介護支援専門員証交付申請書 

 （２）研修の修了証明書の写し 

（３）栃木県収入証紙３，３００円分(申請書に貼付してください) 

   ※国の「収入印紙」では手続きできませんので、間違いのないように注意してください。 

   ※「栃木県収入証紙」は、足利銀行や県庁２階の生協売店等で購入してください。 

（「とちぎ健康福祉協会」では取り扱っておりません。） 

（４）６ヶ月以内に撮影した写真１枚（縦３．０ｃｍ×横２．４ｃｍ） 

※無帽・正面・上半身・無背景のもの。裏面に氏名及び登録番号を記入してください。 

（５）介護支援専門員登録証明書（Ａ４版又は携帯サイズ）の写しまたは介護支援専門員証（介護支

援専門員証については、原本を返却していただきます。） 

 

 

２ 登録している氏名・住所が変更になっているのに、変更の手続きをしていない方は以下の書

類も併せて提出してください。 

（１） 介護支援専門員登録事項変更届出書（県ホームページからダウンロードできます。） 

（２） ①氏名変更の場合は「戸籍抄本」 ※コピー不可 

    ②住所変更の場合は「住民票」 ※コピー不可 

     ③氏名・住所の両方を変更の場合は「戸籍抄本」「住民票」両方 ※コピー不可 

 

 

 

介護支援専門員証の交付を郵送で希望する場合は、返信先の郵便番号、住所、宛名を記入した返信

用封筒(切手不要)を添付して下さい。 

返信用封筒の添付がない場合は、事務処理完了後お電話にてご連絡いたしますので、来庁(栃木県

高齢対策課)していただき、身分証(免許証等)を確認の上、手渡しでの交付となります。 

 

 

 

 

 

裏面へ続く 

 

介護支援専門員証交付申請の手続きの御案内 

【再研修修了者用】 



 

３ 受付期間 

・研修修了後、速やかに申請してください。 

   ただし、交付年月日が令和２（２０２０）年３月中の介護支援専門員証の交付を希望され

る方は、必ず下記受付期間中に申請を行って下さい。 

・令和２（２０２０）年３月２３日(月)から 

令和２（２０２０）年３月２４日(火)まで(当日消印有効) 

※この期間に申請を行った場合、交付年月日が令和２（２０２０）年３月中の介護支援専門員

証を交付しますが、介護支援専門員証がお手元に届くのは令和２（２０２０）年４月になる場

合もあります。 

  申請書類等に不備があった場合は、交付年月日が令和２（２０２０）年４月以降となる場合

もあります。 

 

４ 介護支援専門員証の有効期間の更新について 

・有効期間の更新を行う際には、介護支援専門員証の有効期間満了日までに、更新に必要な研

修を計画的に受講し、介護支援専門員証更新申請手続きを行って下さい。(更新に係る通知は

ありません) 

・更新に必要な研修についてはとちぎ健康福祉協会、更新申請手続きについては当課のホーム

ページで確認してください。 

 

５ 申請書類の提出先 

 上記の申請書類を栃木県高齢対策課事業者指導班介護保険チーム宛て郵送または持参(土

日、祝日を除く)してください。 

 

 

 

 

 

 

 

≪問合せ・提出先≫栃木県保健福祉部高齢対策課事業者指導班介護保険チーム 

〒３２０－８５０１ 

栃木県宇都宮市塙田１－１－２０ 

TEL：０２８－６２３－３１４９ ／ FAX：０２８－６２３－３０５８ 

※手続きの詳細や申請様式は県ホームページに掲載しております。 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/welfare/koureisha/kaigohoken/1184231046003.html 

【注意】「とちぎ健康福祉協会」では、介護支援専門員証の交付に係る事務は行っていません。 



※研修修了後３ヶ月以内に登録を行わなかった場合、再度実務研修を修了しなければ登録できなくなります。

※有効期間満了日までに更新申請を行わないと、介護支援専門員証が失効し、実務に従事できなくなります。

※介護支援専門員証の交付を受けるまでは、実務に従事することはできません。

介護支援専門員登録・証交付の流れ

実務研修修了者

更新研修修了者

研
修
修
了

登録を希望する

登録を希望しない

登録申請

介護支援専門員として実務に従事することはできません。

研修修了後３ヶ月以内に登録を行わなかった場合、

再度実務研修を修了しなければ登録できなくなります。

証の交付を希望する
登録

されます。

介護支援専門員として実務に従事することはできません。

なお、登録後５年以内は再度研修を受けることなく、

証の交付を申請することができます。

証が交付

されます。

証の交付を希望しない

交付申請

有効期間満了日まで

介護支援専門員として

実務に従事することができます。

研
修
修
了

交付申請

有効期間満了日までに更新申請を行わないと、

介護支援専門員証が失効し、実務に従事できなくなります。

有効期間満了日以降に証の交付を受けようとする場合は、

再研修を修了しなければなりません。

証の交付を希望する
有効期間が

更新された証が

交付されます。

証の交付を希望しない

新たな有効期間満了日まで

介護支援専門員として

実務に従事することがきます。

登録している氏名や住所に

変更があったが、

変更の手続きをしてない

登録している氏名や住所に

変更はない

変更届出

研
修
修
了

交付申請証の交付を希望する
証が交付

されます。

証の交付を希望しない

有効期間満了日まで

介護支援専門員として

実務に従事することがきます。

変更届出
介護支援専門員証の交付を受けるまでは、

介護支援専門員として実務に従事することはできません。

再研修修了者

栃木県

登録事項が

変更されます。

登録している氏名や住所に

変更があったが、

変更の手続きをしてない

登録事項が

変更されます。

登録している氏名や住所に

変更はない



主任介護支援専門員更新研修を修了した方の介護支援専門員証の有効期間について 

 

 

 

 

 

 

 

☆有効期間満了日の選択について  

(1) ケアマネ証の有効期間満了日を主任更新研修修了証明書の有効期間満了日に揃える。 

  例：主任更新研修修了証明書の有効期間満了日→平成 35（2023）年 12月 10 日 

    ケアマネ証の有効期間満了日 →平成 31（2019）年３月 30 日 

    ケアマネ証の更新手続後の有効期間満了日 ⇒平成 35（2023）年 12 月 10 日 

 

(2) ケアマネ証の有効期間満了日を主任更新研修修了証明書の有効期間満了日に揃えない。 

 例：主任更新研修修了証明書の有効期間満了日→平成 35（2023）年 12月 10 日 

    ケアマネ証の有効期間満了日 →平成 31（2019）年３月 30 日 

    ケアマネ証の更新手続後の有効期間満了日 ⇒平成 36（2024）年３月 30日 

 

 

H35.12.10

ケアマネ

主任ケアマネ

H26.3.30 H30.12.11 H31.3.30

平成30年度主任更新研修を修了す
ることで、主任更新研修修了証明書

の有効期間満了日は平成35年12月
10日になります。

介護支援専門員交付申請書に、平成30年度主任
更新研修修了証明書の写しを添付してケアマネ証

の更新手続を行います。（ケアマネ証は、平成30
年12月11日から有効期間を５年間更新する手続を
行います。）

平成26年３月30日から５年間の有効期間のうち、平成30年12月11日
以降分を放棄し、ケアマネ証の有効期間開始日を置き換えます。

ケアマネ

主任ケアマネ

H26.3.30 H30.12.11 H31.3.30 H35.12.10 H36.3.30

平成30年度主任更新研修を
修了することで、主任更新研

修修了証明書の有効期間満

了日は、平成35年12月10日
になります。

介護支援専門員交付申請書に、

平成30年度主任更新研修修了
証明書の写しを添付してケアマ

ネ証の更新手続を行います。

介護支援専門員証の

有効期間満了日と主任

介護支援専門員更新

研修修了証明書に記

載されている有効期間

満了日は揃いません。

主任介護支援専門員更新研修（以下、「主任更新研修」という。）を修了することで、従来の更

新研修を修了しなくても本体の介護支援専門員証（以下、「ケアマネ証」という。）の更新手続が

できるようになりました。 
ケアマネ証の更新手続を行う際、原則としてケアマネ証の有効期間満了日を主任更新研修修

了証明書の有効期間満了日に揃えることとなりますが、申出があった場合、ケアマネ証の有効期

間満了日を主任更新研修修了証明書の有効期間満了日に揃えないことも可能です。 



※ただし、主任更新研修修了証明書の有効期間満了日の前に、ケアマネ証の有効期間満了日（現に

有するケアマネ証の有効期間を５年更新した時の年月日）を迎える場合は、ケアマネ証の有効期間

満了日を主任更新研修修了証明書の有効期間満了日に揃えることができません。 

 例：主任更新研修修了証明書の有効期間満了日→平成 38（2026）年２月 12 日 

   ケアマネ証の有効期間満了日 →平成 31（2019）年３月 30 日 

   ケアマネ証の更新手続後の有効期間 →平成 36（2024）年３月 30日 

  （ケアマネ証の有効期間満了日を主任更新研修修了証明書の有効期間満了日とそろえると、ケ

アマネ証の有効期間を５年以上更新することになり、法令違反となってしまいます。） 

※この場合、必要な添付書類のうち、「証の有効期間満了日に関する申出書」の提出は不要です。 

 

 

 

 

 

 

H38.2.12

ケアマネ

主任ケアマネ

H26.3.20 H28.2.13 H31.3.30 H33.2.12 H36.3.30

平成30年度主任ケアマネ更新研修を
修了すると、主任ケアマネの有効期間

満了日（主任更新研修修了証明書に

記載されている有効期間満了日）は、

平成38年2月12日となります。

平成30年度主任ケアマネ更新研修修了証明
書でケアマネ証を更新する場合、5年更新の
みの対応となります。（主任ケアマネの有効

期間にそろえると、5年以上有効期間を更新
することになるため）


